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介護施設における転倒リスクアセスメント
弁護士　住田　浩史

第1　 はじめに
　高齢者の転倒は、いわゆる廃用症候群等、深刻な予
後を招くおそれがある。特別養護老人ホーム、介護老
人保健施設などの居宅型介護施設においては、利用者
との契約に基づく本来的給付義務（保護義務）として、
施設利用者の転倒による生命、身体の危険の発生を可
能な限り回避し、減少させなければならない。介護施
設が、リスクに対してどのような対応策をとるかの前
提として、まずは、ひとりひとりの施設利用者の転倒
リスクを適切にアセスメント（評価）する必要がある。
　本稿では、転倒リスクアセスメントのあり方につい
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て、いくつかの例を参考にしながら考察する。

第2　 転倒リスクアセスメントのあり方
1　 リスクアセスメントのガイドライン
　まず、どのように策定すればよいのか。これにつ
いては、省庁や自治体などの多くの機関が、施設向
けに、リスクアセスメントの手法について、ガイド
ラインを出しており、参考となる。
（1） 東京都福祉保健局のガイドライン
　東京都福祉保健局は、2009年3月、社会福祉施
設に対して、「社会福祉施設におけるリスクマネ
ジメントガイドライン」 1を発出した。
　同ガイドラインにおいては、リスクマネジメン
ト上重要なものとして「転倒･転落に対する予防
策」について触れ、「転倒･転落のアセスメントシー
トを活用することで事故防止につなげることが考
えられます。入所時、一定期間後、ADLの変化
や入所生活に変化があったときなどにしっかりと
アセスメントをしておくことで潜在的な転倒リス
クの大きさを把握し、職員の適切な対応を促しま
す。」としている。

（2） 東京都病院経営本部のマニュアル
　東京都病院経営本部は、都立病院共通のマニュ
アルとして「転倒･転落防止対策マニュアル」 2を
策定し、「『転倒･転落』事故防止を図る上で職員
が患者さんに危険度について、共通の情報･認識
を持つことが重要と考えました。そのためには、
患者さんの危険度を測る共通した評価法が不可欠
であり、都立病院で統一した『転倒･転落アセス
メントスコアシート』を作成しました」として、
適切なアセスメントツールを出発点として、対策
を立案すべきことが重要であるとしている。

2　 具体的なリスクアセスメント手法
　実際に、転倒予測に関するアセスメントツールと
して公表されているものとしては、下記のものがあ
る。
　なお、アセスメントにおいて、一定のシートを用
いることが推奨されているのは、評価者によってま
ちまちな、恣意的、主観的な評価になることを避
け、できるだけ定量的かつ定性的にリスクを評価す
るためである。
（1） 東京都福祉保健局のアセスメントシート
　東京都福祉保健局は、上記でも紹介した「社会
福祉施設向けのリスクマネジメントガイドライ
ン」39頁で、有用なものとして、主として、表1

のようなアセスメントシートを紹介している。
　また、個々の入居者の具体的なアセスメントの
仕方については、さらに別表を設けており、評価
者によりアセスメントが異ならないような工夫が
なされている（同40頁）。

（2） 東京都病院経営本部の転倒･転落アセスメント
スコアシート
　東京都病院経営本部の提案する転倒･転落アセ
スメントスコアシートは、表2のとおりである（前
掲「転倒･転落防止対策マニュアル」4頁）。

（3） 鈴木みずえ教授作成の転倒･転落アセスメント
スコアシート
　また、認知症高齢者の転倒防止策について優れ
た研究を行っている鈴木みずえ教授は、病院用と
して用いられている日本看護協会作成のスコア
シートに、高齢者施設向けに改変を加えた「高齢
者施設用転倒･転落アセスメントスコアシート」
を提案している 3（表3）。
　ここで、鈴木教授がとくに着目しているのは、
BPSD（認知症周辺症状）である。すなわち、「軽
度の歩行障害で移動機能の不安定」さに、BPSD
の諸症状が加わることによって、転倒リスクが高
まり「頻回に転倒を起こす」ことを強調している。

（4） 医療法人輝山会介護老人保健施設万年青苑のフ
ローチャート
　介護老人保健施設の万年青苑は、実際に発生し
た転倒･転落事故についてのレトロスペクティブ
なレビューを行い、その結果、表4のような簡易
なフローチャートを用いて、転倒リスクを高、
中、低の3段階で評価する手法を考案している 4。
　とくに、93例の転倒･転落事故について、実に
74例の転倒･転落の既往が認められていることか
ら、「過去6か月以内の転倒･転落の有無」がある
者はそれだけで「高リスク」と評価すべきと位置
付けており、「転倒･転落の既往は、その後の転倒
･転落を予測する重要な危険因子」として最重要
視すべきであるとしている。

（5） 青梅慶友病院･よみうりランド慶友病院のリス
クアセスメントツール
　青梅慶友病院･よみうりランド慶友病院におい
ては、転倒事故の要因の調査に基づき、高齢者の
転倒事故の発生を予測するのに有効な12項目を重
要な「リスクファクター」とし、このチェックを
もって、転倒リスクのアセスメントツールとして
いる 5。
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　12項目のうち、もっとも重要なのは「1年以内
の転倒･転落事故の経験をしたか否か」のチェッ
クである。また、上記万年青苑と同様、BBS（バー
グ･バランス･スケール）などの理学療法的評価法
を利用して、高齢者のバランス能力を評価すべき
としている。また、「自立歩行」が可能と評価さ
れた場合にも、杖や歩行補助具の使用についても
積極的に奨励しているが、「認知症を有していて、
杖や歩行補助具の使い方が理解できない場合は、
人的な歩行介助を行います」としている。
　また、高齢者の認知症が、転倒のおそれに具体
的にどのように影響するかについては、上記（3）
同様、BPSDに着目している点が注目される。
　なお、このように、BBSをアセスメントツール
として使用する手法は、実務的な文献 6でも支持
されており「慣れれば15分で実施可能である」と
されている。

（6） 泉らの改訂版アセスメントツール
　このシートは、旧来より標準的な転倒リスクア
セスメントシートとして著名なものであり、上記
の各シートのベースにもなっているシートである
ため、表5として掲げておく 7。
　泉らのツールでは、質問7問（点数は0点～ 9.5
点。質問によって傾斜がつけられている。）のみ
で、簡易に計測及び集計ができる。
　ここでは、1問目の「約1～ 2年間の転倒経験」
が、全9.5点中の「4点」と、極めて重要な要素を
構成していることがわかる。
　なお、7問目の「ナースの直感」（1点）について
は、定型的な事項のほか、対象者の日常の様子か
ら転倒の不安があるかどうかを判断することも重
要であることを示している。実際の調査において
具体的に記載された内容としては、不安定な歩
行、緩慢な動作、歩行時のふらつき、不安定な立
位、移動の不適切な行動などの不安定な身体状態
が60～ 70％を占めており、また、実際に転倒し
た患者について記載された内容をみると、不安定
な身体状態のほか、認知症等を原因とする理解力
不足による行動があるなどの記載が多く目立って
いた。

第3　 転倒リスクの評価に基づいて行われるべき対
策

　もちろん、アセスメントをして終わりではない。
　肝心なのは、介護施設が、アセスメントした結果

を、現場でどう使うかである。
1　 共通の対策:アセスメント結果の周知、把握
　まず、リスクの程度にかかわらず、入居者ひとり
ひとりについて、転倒リスクの程度はこの程度であ
る、というリスクの周知、把握が必要である。
　これを行わなければ、対策のとりようがないから
である。高リスクの人に対して手厚い対策を行うこ
ともなく、平板に「転倒を防ぎましょう」としても、
何ら防止策を施したことにはならない。
2　 歩行についての対策
　歩行に伴うリスク対策に関しては、まず、標準的
な対策として、①床の障害物の除去（コード、水の
拭き取り）をし、また、床の素材についてゴムや緩
衝材を用いるなどし、転倒をしても重大な傷害が発
生しないようにすること、②着衣への注意（靴、寝
間着の裾丈）、③点滴スタンド等の可動性確保、④
歩行の指導、⑤理解力が低下している患者の場合
は、離床センサーの使用が考えられる。
　さらにリスクが高い入居者に対しては、重点的
に、とくに認知症においてはBPSDなどの周辺症状
に配慮し、個々の入居者の症状にあわせた、独自の
ケアプランが必要となり、⑥保護帽子の着用、⑦手
すりや杖その他の歩行補助具の利用、⑧介護担当者
の視野に入れておく、⑨歩行時に付き添う、⑩清掃
時には立入禁止にする、などの対策を考えなければ
ならない。また、⑪転倒につながる薬剤の投与につ
いても再度検討することが必要となる。
　このうち、⑧及び⑨は、入居者の歩行能力に対応
して行われることとなり、例えば、前掲した青梅慶
友病院･よみうりランド慶友病院のリスクアセスメ
ントツールにおいては、BBSの実施結果に応じて、
「歩行自立」「歩行監視」「歩行介助」と区分分けし、
また⑦の歩行補助具の利用について、認知症により
理解ができない場合には、「人的な歩行介助を行」
うべきであるとされており、参考となる。
　さらに、このような高リスク歩行者に対する措置
を全て実施しても入居者の歩行の安全が確保できな
いと考えられる場合は、⑫もはや安全な歩行は困難
であると判断し、家族らとも相談の上、車いすなど
の福祉用具の使用や、退所して他の適切な介護が可
能な施設への入所や入院なども視野に入れ、⑬他に
取るべき措置がなく、それでもなお、生命ないし身
体の危険がある緊急の場合には、必要最小限の拘
束、抑制を検討すべきである。
3　 家族への説明、報告
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　また、認知症高齢者の場合、自らが転倒リスクが
高い、ということを認識することができず、自ら注
意して事故を防止する、ということが全く期待でき
ない。
　よって、施設は、家族に対して、入居者が転倒･
転落のリスクが高いということを説明しなければな
らない。もちろん、上記2のように、歩行に伴うリ
スクが高く、福祉用具の使用や、抑制、拘束などの
手法を取る際には、当然、事前に十分な協議をしな
ければならない。
4　 リスクの再評価
　また、施設は、転倒リスクについて「適時」適切
な評価を行わなければならず、一定の期間が経過し
た、心身の状況が変化した、事故などの何らかの事
情が生じた場合などには、必ず、リスクの再評価を
し、それに従って、上記の対策も再度検討しなけれ
ばならない。

第4　 むすびに
　利用者の転倒事故についての介護施設の責任をめぐ
る法的紛争は、近年、増加しているように見受けられ
る。
　そして、このような紛争においては、介護施設か
ら、転倒を防止するためには人的リソースが足りな
い、との主張がなされることがしばしばある。確か
に、人的リソースには限りがあり、すべての利用者に
ついて、すべての場面において、すべての転倒が施設

に帰責される、ということにはならないであろう。
　しかしながら、見極めなければならないのは、前提
として、できる限りのリスクアセスメントを行い、利
用者のリスクの大小に応じた重点的な対策をとったも
のの、なお防止できなかった、ゆえに「人的リソース
が足りない」ということなのか、それとも、何らリス
クアセスメントを行わず、または対策をとらなかった
にもかかわらず、単に「人的リソースが足りない」と
しているのかである。
　介護施設においては、本稿で紹介したようなアセス
メントシートを利用することにより、適時適切なリス
クアセスメントを行い、限られた人的リソースを最大
限効果的に運用して、可能な限りの転倒事故防止に努
めるべきと考えられる。

1　 http://www.fukushizaidan.jp/htm/027c_note/data/027_c_
note_090827_guideline_original.pdf

2　 http://www.byouin.metro.tokyo.jp/hokoku/anzen/documents/
jikoyobo0801.pdf

3　 鈴木みずえ「施設での転倒予防、ここに注意する」コミュニティ
ケア13巻4号、58頁（2011年）

4　 熊谷純久ほか「老人保健施設における入所時の転倒･転落リスク
アセスメント」長野県作業療法士会学術誌30巻、92頁（2012年）

5　 中間浩一（大塚太郎監修）『こうして減った！ 転倒転落事故防止
リスクアセスメント＆グループワーク』（日総研出版、2013年）

6　 鈴木みずえ編『ベッドサイドですぐにできる！ 転倒･転落予防
のベストプラクティス』（南江堂、2013年）

7　 泉キヨ子ほか「入院高齢者の転倒予測に関する改訂版アセスメ
ントツールの評価」金沢大学つるま保健学会誌27巻1号、95頁
（2003年）
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【表1　東京都福祉保健局のアセスメントシート】
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【表2　東京都病院経営本部のアセスメントスコアシート】
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【表3　鈴木教授のアセスメントスコアシート】
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【表4　万年青苑のリスクアセスメント】

【表5　泉らの改訂版アセスメントツール】


